
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

中

小

企

業

支

援

資

金

融

資

制

度

要

綱

の

経

営

支

援

課

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

液

化

石

油

ガ

ス

販

売

事

業

者

の

認

定

消

防

保

安

課

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

更

新

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

○

海

岸

保

全

区

域

の

指

定

水

産

課

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

第
八
条
中
「
か
ら
４
ま
で
」
を
「
又
は
３
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

経
済
変
動
対
策
資

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

経
営

経
営
の
維
持
及

同
上

年
以
内

２
年
以

同
上

同
上

付
表
１
の

金
融
機
関

同
上

1
1

(
1)

1
0

（

，

金
の
安
定
に
支
障
を
来
し
て
い
る
中
小

び
安
定
の
た
め
に

内
と
お
り

又
は
保
証

）

企
業
者
又
は
組
合

必
要
な
運
転
資
金

た
だ
し

協
会
の
定

，

１
特
定
中
小
企
業
者

及
び
設
備
資
金

融
資
の
対

め
る
と
こ

２
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
事
業

土
地
の
取
得
資

象
者
が
１

ろ
に
よ

（

。

活
動
に
影
響
を
受
け
て
い
る
者

金
を
除
く

で
あ
る
場

る

。）

３
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

知
事
が
別
に
定

合
は

年
(
2
)

，

最
近
３
月
間
の
平
均
売
上
高

め
る
既
往
の
借
入

％
(
1
)

0
.
8
0

又
は
平
均
販
売
数
量

建
設
業

金
の
返
済
資
金

（

に
あ

て
は

完
成
工
事
高
又

っ
，

は
受
注
残
高

以
下

平
均
売

。

「

上
高
等

と
い
う

が
前
年

」

）
。

同
期
の
平
均
売
上
高
等
に
比
し

て
５
％
以
上
減
少
し
て
い
る
者

最
近
３
月
間
の
平
均
売
上
総

(
2
)利
益
率
又
は
平
均
営
業
利
益
率

が
前
年
同
期
の
平
均
売
上
総
利

益
率
又
は
平
均
営
業
利
益
率
に
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比
し
て
５
％
以
上
減
少
し
て
い

る
者

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
別
表
第
十
一
号
に
掲
げ
る
資
金
（
同
号
の
融
資
の
対
象
者
の
欄
４
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

）
で
あ
っ
て
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一

。

日
ま
で
に
岡
山
県
信
用
保
証
協
会
が
保
証
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
認

定
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

山
陽
ガ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

玲
子

二

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
住
所

岡
山
市
東
区
上
道
北
方
二
一
一
番
地

三

保
安
確
保
機
器
の
設
置
及
び
管
理
の
方
法

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商

産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

四

認
定
年
月
日

令
和
三
年
五
月
十
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

玉
野
レ
ク
リ
エ

シ
ョ
ン
総
合
開
発
株
式
会
社

ー

1
6
4
0

1
住

所
岡
山
県
玉
野
市
滝

番

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

下
垣

慶
紀

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
玉
野
レ
ク
リ
エ

シ
ョ
ン
総
合
開
発
株
式
会
社

ー

1
6
4
0

1
所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
滝

番
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止

種 類 72し尿処理施設 72し尿処理施設

能 力 3,200人槽 3,200人槽

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後４か月 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並 連続24時間 連続24時間
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 春～秋季に比べて冬季 春～秋季に比べて冬季
の概要 の利用が減少する。 の利用が減少する。

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 95 140 95 140
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 15 20 6 8
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 30 40 10 15

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 40 50 15 20

油 分 (質量％) ND 3 痕跡 3

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 40 50 20 30

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 4 5 3 5

大腸菌群数（個／㎤） 3,000以下 3,000以下 3,000以下 3,000以下

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 汚水処理装置 同左

種 類 し尿浄化槽 同左

構 造 ＲＣ ＦＲＰ

主 要 寸 法 10.5ｍ×16.15ｍ×4.8ｍ 6.6ｍ×27.3ｍ×3.55ｍ

能 力 140㎥／日 同左

処 理 の 方 法 接触ばっ気方式＋接触酸化＋砂ろ過 担体流動ろ過循環方式

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後４か月

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに

連続24時間使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 同左春～秋季に比べて冬季の利用が減少する。の概要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 95 140 95 140
最大の値並びに 同左
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6
常の量及び最大

 の量 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 180 200 6 8 180 200 15 20

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 100 120 10 15 100 120 30 40

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 200 250 15 20 200 250 40 50

油 分（㎎／Ｌ） 20 20 痕跡 3 20 20 ND 3

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 50 70 20 30 40 50 40 50

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 8 10 3 5 4 5 4 5

大腸菌群数（個／㎤） 無数 無数 3,000以下 3,000以下 同左
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ．１

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 95 140
同左

ｐ Ｈ 5.8～8.6

 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 6 8 15 20

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 10 15 30 40

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 15 20 40 50

油 分（㎎／Ｌ） 痕跡 3 ND 3

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 20 30 40 50

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 3 5 4 5

3,000以下 3,000以下 同左大腸菌群数（個／㎤）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和３年５月18日から同年６月８日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

加
茂
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
緑
山
荘

２

所
在
地

津
山
市
加
茂
町
小
中
原
一
一
五
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
加
茂
光
陽
会

２

所
在
地

津
山
市
加
茂
町
小
中
原
一
一
五
番
地

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
三
年
五
月
十
二
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
五
〇
〇
〇
八
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局
富
岡
店

笠
岡
市
富
岡
二
五
六

一
〇

令
和
三
年
五
月
一
日

－

医
療
法
人
三
水
会
田
尻
病
院

美
作
市
明
見
五
五
〇

一
一

令
和
三
年
六
月
一
日

－

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
し
ん

玉
野
市
長
尾
七
五
九

一

一
〇
五

令
和
三
年
六
月
一
日

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

新

見

市

上
市
公
民
館

令
和
三
年

一
〇:

三
〇
～

七
月

一
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
哲
多
支
局

〃

二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

井
倉
公
民
館

〃

五
日

一
〇:
三
〇
～

一
二:

〇
〇

土
橋
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:
〇
〇

熊
谷
公
民
館

〃

六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
大
佐
支
局

〃

七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
神
郷
支
局

〃

八
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
哲
西
支
局

〃

九
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

新
見
市
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

十
二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
三
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇
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瀬
戸
内
市

瀬
戸
内
市
役
所
長
船
支
所

〃

二
十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

瀬
戸
内
市
役
所
牛
窓
支
所

〃

二
十
一
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

瀬
戸
内
市
役
所

〃

二
十
六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
号

岸
法

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

海
岸
保
全
区
域
を
次

（
）

海

、

の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は

岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
及
び
笠
岡
市
建
設
産
業
部
建
設
企
画
課
に
お
い
て

、

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お

平
成
二
十
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
八
号
は

廃
止
す
る

、

、

。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

海
岸

名
区

域

岡
山
県
岡
山
沿
岸

基
点
１
か
ら
基
点
5
0
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
，
基
点
5
0
と
補
助
点
1
2
を
結

横
江
漁
港
海
岸
神

ん
だ
線
，
補
助
点
1
2
か
ら
補
助
点
１
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
補
助
点
１

島
地
区
海
岸

と
基
点
１
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

（
延
長
1
,
4
2
1
ｍ

基
点
１

四
等
三
角
点
瀬
戸
山
（
緯
度
34°
28′
48″
．
3535

経
度
133°

方
位

磁
北
）

3
1
′
1
9
″
．
4
6
7
9
）
か
ら
2
3
3
°
1
9
′
の
方
向
へ
距
離
4
4
2
.
4
ｍ

の
点

基
点
２

基
点
１
か
ら

1
3
9
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
5
.
0
ｍ
の
点

基
点
３

基
点
２
か
ら

1
6
5
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
4
.
0
ｍ
の
点

基
点
４

基
点
３
か
ら

1
7
2
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
8
.
5
ｍ
の
点

基
点
５

基
点
４
か
ら

1
8
5
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

3
1
.
0
ｍ
の
点

基
点
６

基
点
５
か
ら

1
9
0
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
3
1
.
0
ｍ
の
点

基
点
７

基
点
６
か
ら

1
6
2
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

6
6
.
5
ｍ
の
点

基
点
８

基
点
７
か
ら

1
3
6
°
0
7
′
の
方
向
へ
距
離

2
8
.
9
ｍ
の
点

基
点
９

基
点
８
か
ら

1
6
8
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
5
.
0
ｍ
の
点

基
点
1
0
基
点
９
か
ら

1
8
0
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
0
.
1
ｍ
の
点

基
点
1
1
基
点
1
0
か
ら

2
0
5
°
2
6
′
の
方
向
へ
距
離

2
8
.
3
ｍ
の
点

基
点
1
2
基
点
1
1
か
ら

1
6
4
°
4
8
′
の
方
向
へ
距
離

1
7
0
.
9
ｍ
の
点

基
点
1
3
基
点
1
2
か
ら

1
0
5
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

6
4
.
8
ｍ
の
点

基
点
1
4
基
点
1
3
か
ら

1
3
5
°
4
8
′
の
方
向
へ
距
離

5
6
.
4
ｍ
の
点
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基
点
1
5
基
点
1
4
か
ら

1
1
1
°
5
6
′
の
方
向
へ
距
離

6
6
.
6
ｍ
の
点

基
点
1
6
基
点
1
5
か
ら

1
1
4
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
7
4
.
0
ｍ
の
点

基
点
1
7
基
点
1
6
か
ら

1
1
9
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
1
.
3
ｍ
の
点

基
点
1
8
基
点
1
7
か
ら

2
1
0
°
1
8
′
の
方
向
へ
距
離

3
.
5
ｍ
の
点

基
点
1
9
基
点
1
8
か
ら

1
1
7
°
1
9
′
の
方
向
へ
距
離

5
0
.
9
ｍ
の
点

基
点
2
0
基
点
1
9
か
ら

3
0
°
0
8
′
の
方
向
へ
距
離

7
2
.
0
ｍ
の
点

基
点
2
1
基
点
2
0
か
ら

3
0
°
1
5
′
の
方
向
へ
距
離

1
4
.
6
ｍ
の
点

基
点
2
2
基
点
2
1
か
ら

2
9
°
5
9
′
の
方
向
へ
距
離

2
2
.
8
ｍ
の
点

基
点
2
3
基
点
2
2
か
ら

2
9
°
3
8
′
の
方
向
へ
距
離

1
9
.
5
ｍ
の
点

基
点
2
4
基
点
2
3
か
ら

1
1
0
°
3
9
′
の
方
向
へ
距
離

3
0
.
3
ｍ
の
点

基
点
2
5
基
点
2
4
か
ら

1
1
0
°
4
7
′
の
方
向
へ
距
離

7
.
1
ｍ
の
点

基
点
2
6
基
点
2
5
か
ら

1
1
0
°
3
6
′
の
方
向
へ
距
離

1
3
.
3
ｍ
の
点

基
点
2
7
基
点
2
6
か
ら

1
1
0
°
4
5
′
の
方
向
へ
距
離

1
6
.
6
ｍ
の
点

基
点
2
8
基
点
2
7
か
ら

1
1
0
°
4
5
′
の
方
向
へ
距
離

2
0
.
4
ｍ
の
点

基
点
2
9
基
点
2
8
か
ら

2
0
3
°
0
2
′
の
方
向
へ
距
離

1
3
.
5
ｍ
の
点

基
点
3
0
基
点
2
9
か
ら

1
9
6
°
1
4
′
の
方
向
へ
距
離

2
.
4
ｍ
の
点

基
点
3
1
基
点
3
0
か
ら

1
8
6
°
5
3
′
の
方
向
へ
距
離

2
.
7
ｍ
の
点

基
点
3
2
基
点
3
1
か
ら

1
8
1
°
1
6
′
の
方
向
へ
距
離

3
.
6
ｍ
の
点

基
点
3
3
基
点
3
2
か
ら

1
4
7
°
3
3
′
の
方
向
へ
距
離

0
.
8
ｍ
の
点

基
点
3
4
基
点
3
3
か
ら

1
5
3
°
1
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
2
.
1
ｍ
の
点

基
点
3
5
基
点
3
4
か
ら

1
2
6
°
0
1
′
の
方
向
へ
距
離

2
0
.
2
ｍ
の
点

基
点
3
6
基
点
3
5
か
ら

1
2
1
°
1
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
3
.
8
ｍ
の
点

基
点
3
7
基
点
3
6
か
ら

1
0
0
°
4
6
′
の
方
向
へ
距
離

6
.
5
ｍ
の
点

基
点
3
8
基
点
3
7
か
ら

9
0
°
4
7
′
の
方
向
へ
距
離

5
.
8
ｍ
の
点

基
点
3
9
基
点
3
8
か
ら

7
2
°
5
4
′
の
方
向
へ
距
離

6
.
4
ｍ
の
点

基
点
4
0
基
点
3
9
か
ら

6
3
°
4
4
′
の
方
向
へ
距
離

5
.
6
ｍ
の
点

基
点
4
1
基
点
4
0
か
ら

4
9
°
1
1
′
の
方
向
へ
距
離

7
.
0
ｍ
の
点

基
点
4
2
基
点
4
1
か
ら

3
9
°
4
0
′
の
方
向
へ
距
離

3
.
0
ｍ
の
点

基
点
4
3
基
点
4
2
か
ら

1
2
0
°
4
7
′
の
方
向
へ
距
離

1
6
.
0
ｍ
の
点

基
点
4
4
基
点
4
3
か
ら

1
2
1
°
0
3
′
の
方
向
へ
距
離

3
8
.
0
ｍ
の
点
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基
点
4
5
基
点
4
4
か
ら

2
1
2
°
5
5
′
の
方
向
へ
距
離

3
.
0
ｍ
の
点

基
点
4
6
基
点
4
5
か
ら

1
2
0
°
5
7
′
の
方
向
へ
距
離

7
.
4
ｍ
の
点

基
点
4
7
基
点
4
6
か
ら

2
1
0
°
5
7
′
の
方
向
へ
距
離

1
4
.
2
ｍ
の
点

基
点
4
8
基
点
4
7
か
ら

1
2
0
°
5
7
′
の
方
向
へ
距
離

3
5
.
3
ｍ
の
点

基
点
4
9
基
点
4
8
か
ら

3
2
°
5
3
′
の
方
向
へ
距
離

1
7
.
2
ｍ
の
点

基
点
5
0
基
点
4
9
か
ら

1
2
1
°
0
1
′
の
方
向
へ
距
離

3
9
.
4
ｍ
の
点

補
助
点
１

基
点
１
か
ら

9
3
°
1
1
′
の
方
向
へ
距
離

7
.
8
ｍ
の
点

補
助
点
２

基
点
４
か
ら

9
9
°
3
4
′
の
方
向
へ
距
離

5
1
.
4
ｍ
の
点

補
助
点
３

基
点
６
か
ら

8
2
°
3
6
′
の
方
向
へ
距
離

4
9
.
5
ｍ
の
点

補
助
点
４

基
点
７
か
ら

6
9
°
1
5
′
の
方
向
へ
距
離

4
6
.
5
ｍ
の
点

補
助
点
５

基
点
８
か
ら

7
6
°
1
1
′
の
方
向
へ
距
離

4
5
.
0
ｍ
の
点

補
助
点
６

基
点
1
2
か
ら

4
5
°
4
1
′
の
方
向
へ
距
離

5
1
.
9
ｍ
の
点

補
助
点
７

基
点
1
2
か
ら

6
2
°
4
7
′
の
方
向
へ
距
離

7
2
.
7
ｍ
の
点

補
助
点
８

基
点
1
4
か
ら

1
6
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

5
5
.
2
ｍ
の
点

補
助
点
９

基
点
1
7
か
ら

3
0
°
1
8
′
の
方
向
へ
距
離

4
3
.
4
ｍ
の
点

補
助
点
1
0
基
点
2
3
か
ら

2
9
4
°
1
1
′
の
方
向
へ
距
離

5
0
.
6
ｍ
の
点

補
助
点
1
1
基
点
2
8
か
ら

7
9
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

3
8
.
2
ｍ
の
点

補
助
点
1
2
基
点
5
0
か
ら

2
9
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
5
.
6
ｍ
の
点

海
岸

名
区

域

岡
山
県
岡
山
沿
岸

基
点
１
か
ら
基
点
５
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
，
基
点
５
と
補
助
点
３
を
結

横
江
漁
港
海
岸
入

ん
だ
線
，
補
助
点
３
か
ら
補
助
点
１
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
補
助
点
１

江
地
区
海
岸

と
基
点
１
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

（
延
長
3
1
8
ｍ
方

基
点
１

四
等
三
角
点
瀬
戸
山
（
緯
度
34°
28′
48″
．
3535

経
度
133°

位
磁
北
）

3
1
′
1
9
″
．
4
6
7
9
）
か
ら
1
4
6
°
1
8
′
の
方
向
へ
距
離
3
5
0
.
2
ｍ

の
点

基
点
２

基
点
１
か
ら

5
°
1
5
′
の
方
向
へ
距
離

1
5
1
.
6
ｍ
の
点

基
点
３

基
点
２
か
ら

8
8
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
5
3
.
2
ｍ
の
点
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基
点
４

基
点
３
か
ら

5
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

2
1
.
5
ｍ
の
点

基
点
５

基
点
４
か
ら

9
5
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

3
.
0
ｍ
の
点

補
助
点
１

基
点
１
か
ら

9
5
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

2
4
.
1
ｍ
の
点

補
助
点
２

基
点
２
か
ら

1
2
6
°
5
4
′
の
方
向
へ
距
離

2
9
.
0
ｍ
の
点

補
助
点
３

基
点
３
か
ら

1
5
4
°
4
9
′
の
方
向
へ
距
離

1
9
.
7
ｍ
の
点
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〔
一
九
二
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

東

池

た

め

池

令
和
三

・

三
・
一
五

井
原
（
西
方
２
工
区
）

農
業
用
用
排
水
施
設

平
成
二
八
・

三
・
三
一

〃

（
青
野
工
区
）

〃

平
成
二
九
・

三
・
二
八

〃

（
星
田
工
区
）

〃

平
成
二
九
・

三
・
二
八

〃

（
馬
場
迫
工
区
）

〃

平
成
三
〇
・

二
・

六

〃

（
西
吉
井
工
区
）

〃

平
成
三
〇
・

三
・
二
七

〃

（
宇
戸
工
区
）

〃

平
成
三
〇
・
一
二
・
一
一

〃

（
西
方
１
工
区
）

〃

平
成
三
〇
・
一
二
・
二
〇

〃

（
天
神
山
工
区
）

〃

平
成
三
一
・

三
・
二
〇

〃

（
落
石
堰
工
区
）

〃

令
和
元

・

九
・
一
一

〃

（
三
山
工
区
）

〃

令
和
二

・

三
・
一
三

〃

（
藤
田
工
区
）

ほ

場

整

備

平
成
二
八
・

一
・
一
八

〃

（
宇
戸
谷
工
区
）

〃

平
成
二
九
・

三
・
二
八

〃

（
烏
頭
工
区
）

〃

平
成
二
九
・

三
・
三
〇

〃

（
北
槇
工
区
）

〃

平
成
二
九
・

三
・
三
〇

〃

（
深
田
工
区
）

農

地

防

災

平
成
三
〇
・

二
・
二
〇

〃

（
星
田
工
区
）

〃

令
和
三

・

三
・
一
五

備

北

農
業
用
用
排
水
施
設

令
和
三

・

三
・
三
〇

矢
掛
（
平
矢
下
工
区
）

〃

令
和
三

・

二
・
二
六

〃

（
西
三
成
工
区
）

ほ

場

整

備

令
和
三

・

三
・
一
九
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〔
一
九
三
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事
業
主
体

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

足
守
土
地
改
良
区

和
田
水
路

か
ん
が
い
排
水

令
和
三
・

三
・
二
六
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〔
一
九
四
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
地
の
所
在
等

所
在
及
び
地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

岡
山
市
東
区
西
庄
一
七
〇
番
一

田

六
〇
九

岡
山
市
東
区
西
庄
一
七
六
番
一

田

一
、
〇
四
二

岡
山
市
東
区
西
庄
一
八
二
番
一

田

二
、
二
一
五

岡
山
市
東
区
西
庄
一
八
七
番

田

二
、
一
五
六

岡
山
市
東
区
西
庄
二
四
八
番

田

八
五
七

岡
山
市
東
区
西
庄
三
三
六
番

田

七
三
〇

二

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

借
賃
に
相
当
す
る

内

容

始

期

存
続
期
間

補
償
金
の
額

水
田
と
し
て
利
用

令
和
三
年
六
月
一
日

権
利
の
始
期
か
ら
令

一
五
二
、
一
八
〇
円

和
十
三
年
五
月
三
十

日
ま
で
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三

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
）

理
事
長

京

博
司

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。
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〔
一
九
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称、

、

、

、

小
田
郡
矢
掛
町
江
良
字
福
万
二
一
八
七

四

二
一
九
六

一

二
一
九
七

一

二
一
九
八

－
－

－

二
一
九
九
、
二
二
〇
二
、
二
二
〇
三
、
二
二
〇
四
、
二
二
〇
五
、
二
二
〇
六
、
二
二
〇
七
、
二
二

〇
八

一
、
二
二
〇
九

一
、
二
二
一
〇

一
、
二
二
〇
〇

三
、
二
二
二
〇

一
〇
、
二
一
八

－
－

－
－

－

七

四
地
先
道
路

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
三
〇
一
八
番
地

矢
掛
町
土
地
開
発
公
社

理
事
長

山
野

通
彦

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
八
号
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〔
一
九
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
河
本
字
砂
田
四
一
五

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
中
区
土
田
四
〇
七
番
地
一

二
〇
五
号
室

green

足
立

毅

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
五
〇
号
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〔
一
九
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
槙
谷
字
狩
山
一
五
三
六

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
槙
谷
一
五
三
〇

一

－

吉
本
雄
一
郎

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
四
四
号
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〔
一
九
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
見
延
字
高
畔
一
六
四
二

一
、
一
六
四
二

三
、
一
六
四
五
、
一
六
四
六

一
、
一
六

－
－

－

五
〇
、
一
六
五
二
、
一
六
五
三

一
、
一
六
四
二

一
地
先
か
ら
一
六
五
三

一
地
先
ま
で
道

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

総
社
市
見
延
一
六
二
六

二

－

岡
山
指
月
株
式
会
社

代
表
取
締
役

足
達

信
章

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
五
号
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